
日本貿易振興機構(ジェトロ)神戸は、欧米のアパレルブランドより生地買付け担当者（バイヤー）を招へい
し、海外販路開拓に意欲のある全国の中小繊維企業との商談会を開催します。日本国内で海外のアパレルブラ
ンドと商談し、欧米市場参入の契機とする絶好の機会です。是非ご活用下さい。

バイヤー招へい型テキスタイル商談会 in 神戸

開催日時 2025年 12月4日（木) ・5日（金） の２日間
※上記の日程から商談可能な日時をお選びいただきます。

場所
神戸ファッションマートコンベンションルーム1.2
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地

参加予定
バイヤー

Acne Studios (ストックホルム)

BALENCIAGA（パリ）

Dolce&Gabbana（ミラノ）

ERDEM（ロンドン）

IMAX S.R.L in Max Mara Group (ミラノ)
※現在、バイヤーと調整中であり、参加バイヤーは追加になる可能性があります。
バイヤー側の事情(訪日キャンセル等)によりバイヤー変更や商談会中止となる可能性がございます。

参加費 無料 募集定員 50社程度

主催 ジェトロ神戸 後援
ひょうご・神戸国際ビジネススクエア、兵
庫県、西脇市

実施形式

• 日本企業が展示ブース(9m2)に生地を展示しバイヤーがブースを訪問する回遊式
• 1セッション(2時間30分)に13社の展示ブースをバイヤーが訪問・商談
• 展示ブース(9m2)には90cmハンガーラック3本、スポットライト、商談用机・椅子を設置
• バイヤーにはジェトロが手配する通訳が同行
• バイヤーには事前に日本企業の企業情報シートとサンプル生地を手交

応募条件

1.ミドル・ハイエンドゾーンをターゲットとしたウェア向け生地の製造業者として販売実績があ
   ること。
   卸売業の場合、自社企画の日本製生地を自社在庫としてストックし、販売実績がある
こと。

   なお、プラットフォーム事業者は対象外。
※毛皮/リアルレザー素材は対象外。
※ニット素材は製品（靴下・手袋・帽子・マフラー等）ではなく、生地での提案と販売
実績があること。

※服地にならないような素材の提案やPR・マーケティング目的での参加はご容赦ください。
2.商談対象商品は国産（Made in Japan）の生地で、直近で日本からの輸出営業を
計画していること。

3.以下のような自社テキスタイルの輸出営業の体制があること。
社内に海外企業と外国語で商談が可能な担当者がいる、もしくは輸出担当部門があ
る。もしくは、特定の輸出担当の商社・エージェントがいること。（※なお、自社の英文
HPを持っていたり、行動規範や経営理念、サステナビリティへの取組等を対外的に発信
していることが望ましい。）

→次のページに続く
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バイヤー招へい型テキスタイル商談会 in 神戸

応募条件

4.商談会では、海外バイヤーと具体的な商談ができる生地サンプルを提案できること。加え
て、生地を説明し、価格・納期（ストックの有無も含む）・最低受注数量等の取引条
件を速やかに提示できる担当者（商社やエージェントの同伴は可）が参加できるこ
と。）

5.ジェトロが行う商談会前に実施する「11月14日（金）日本時間16時30分～18時
参加企業向けオンラインセミナー」および「説明会（実施日は後日ご連絡）に参加で
きること。

6.商談会当日に実施するアンケート（回答必須）及び事後の商談フォローアップ調査
にもご協力いただくようお願いします。
※ここ数年特に欧州を中心に、サステイナビリティ等の取り組みを重要視する企業が増
えています。本商談会においても、招へいブランドのバイヤーからサステイナビリティ施
策について聞かれる可能性がありますので、事前にご準備を頂けますと幸いです。

※応募者多数の場合、中小企業を優先させていただきます。
※応募内容を確認させていただくなかで、商談会への参加をご容赦いただく場合がござ
います。

申込締切 2025年11月7日(金) 17:00
※定員を上回る募集があった場合、期日を待たずに締め切る場合があります

◆ 申込方法は次のページをご確認ください ◆
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→次のページに続く



※次ページの注意事項をご確認の上、11月7日（金）までにすべてをご提出ください（必着）

フォーム1 申込みフォームから必要事項を入力・送信してください。
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0071930W

フォーム2 バイヤーに提出するカンパニーシートを以下のページよりダウンロードし、

https://www.jetro.go.jp/newsletter/kob/2025/textile/companysheetkob.xlsx

「記入例」のシートを参考にご記入の上、以下のページにアップロードしてください。
※アップロードの際、ファイル名は貴社名(例：〇〇株式会社)としてください。
【カンパニーシート提出フォーム】
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/kob/text2025

フォーム3 サンプル生地（スワッチ）台紙を以下のページよりダウンロードし、
https://www.jetro.go.jp/newsletter/kob/2025/textile/swatchsheetkobr.docx

生地の添付を行い、12部を郵送で下記の宛先に送付ください。
※生地サンプルは12部すべてに同じ三種類のスワッチを添付してください。
※最上部に必ず貴社名(英文)をご記入ください。
※送付締め切りは11月7日(金)必着とします※

<スワッチ送付先>
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階
ジェトロ本部 海外展開支援部 販路開拓課
担当：大澤、久保

締切日を過ぎた場合は受け付けできませんので予めご了承願います。

注意事項
商談会当日は、事前に提出したサンプル生地を含む生地サンプルをご持参下さい。提出いただいたサンプ
ルは返却いたしませんので、商談会当日には自社でご用意願います。
1. 1 セッション（2 時間半）に 13社程度の日本企業が参加予定です。商談時間は最大でも各社15
分を目安としてバイヤーにはお願いしておりますので、生地の提案方法や商談時間については、ご配慮
いただくようお願いいたします。

2. 混率・価格（FOB、ドル、ユーロまたはポンド建て）・納期・生地巾・最低受注量などについて、バイ
ヤーからその場で質問があります。限られた時間で円滑な商談を行うため当日までに必要情報をご準
備下さい。

3. ブースの収容人数の制限から、参加人数は各企業4名までとさせて頂きます。
4. ジェトロからの商談日時確定連絡以降は、日時変更の依頼には対応致しかねますので予めご了承下
さい。また、お申込み後のキャンセルはご遠慮頂きます様お願いいたします。

→次のページに続く

応募方法
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参加通知等 11月中旬に参加可否とオンラインセミナーに関するご連絡をメールにて送付いたします。

 なお、商談の日時のご連絡は別途11月中旬以降にメールでご連絡いたします。
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注意事項（つづき）

6. 参加企業名および商談風景等（写真・映像）は、ジェトロの報告書やホームページ等で公開すること
があります。また、当日はメディアによる取材、および記事掲載の可能性があることを予めご了承ください。

7. ジェトロの事務所分として提出いただいたカンパニーシートとサンプル生地は、バイヤーからの問い合わせ
資料として、1年間保管した後に適切に処分することについて予めご了承ください。

8. 本商談会は、来日するブランドとの取引を約束するものではありません。また、通訳はジェトロが手配し
ますが、ビジネスの仲介に責任を持つものではありません。

9. 商談会における実際の商談・取引ならびに参加企業との取引開始後の交渉に関し、ジェトロは一切
介入できませんので、各バイヤーとの商談内容をよくご確認の上、参加者各位の自己判断・責任にて
行うようお願い致します。
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※北陸の企業さまへ※
北陸（福井・石川・富山）の企業を対象とした「バイヤー招へい型テキスタイル商談会 in 福井」を12月
2日（火）に福井にて、同バイヤーをお迎えして実施いたします。対象となる北陸3県の企業さまは、以下
URLよりお申込みをいただくようお願い致します。なお、神戸および福井の両商談会への重複参加はご遠
慮ください。

欧米バイヤー招へい型テキスタイル商談会 in 福井
https://www.jetro.go.jp/customer/act?actId=B0071931X

お申込みにあたっての留意事項、免責規程

＜留意事項＞ 
① 本案内に定めのない事項に関しては、ジェトロがその対応を決定するものとし、政府の

方針等により内容が変更される可能性がある旨あらかじめご了承ください。
② 「申し込みフォーム」の内容に虚偽の記載をした場合は、申し込みを無効にすると同時

に、本商談会へのご参加をお断りします。
③ 参加申込をした企業及びその役員が違法な行為または違法ではないが著しく不正な行為

を行った疑いが明らかとなり、商談会に参加することがジェトロの信用を毀損する恐れ
がある場合は、参加をお断りする場合があります。

④ 参加申込時に記載した内容について変更がある場合は、書面にてご通知ください。なお、
申込締切日を過ぎてから内容を変更される場合、ジェトロはその内容によっては変更に
応じられない場合がございます。

⑤ 商談スケジュール確定後であっても、バイヤー側の都合により商談がキャンセル・別日
に変更になる可能性がございます。

⑥ 相応の理由なしに参加をキャンセルされた場合や、実績報告書・アンケート・調査へご
協力いただけない場合には、今後ジェトロが実施する事業の選定等において考慮される
場合があります。

⑦ 本イベントによりバイヤー又はジェトロから提供された情報及び資料は、お客様限りで
使用するものとし、当該情報等を第三者に提供してはいけません。ただし、提供者の明
示の承諾がある場合には、この限りではありません。

⑧ 本イベントの内容に関する映像、画像、テキスト、音声若しくは関連資料等のコンテン
ツの全部又は一部（以下本コンテンツ」といいます。）に関する著作権は、ジェトロ、
その他の著作権者（以下「著作権者」といいます。）に帰属します。

⑨ 本コンテンツを、ジェトロの承諾を得ずに、複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、
貸与、翻案、翻訳、二次的利用等することは、著作権を侵害する行為であり、その利用
者は、刑事責任を問われる可能性があります。また、これらの行為は、商談相手等のプ
ライバシー権、肖像権等を侵害する行為でもあります。

→次のページに続く
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< お問い合わせ先 >
ジェトロ神戸
担当：長田（オサダ）、大前
TEL： 078-231-3081 E-mail：KOB@jetro.go.jp

＜留意事項(つづき）＞ 
⑩ お客様は、ジェトロが本イベントの成果（お客様に関する成果を含みます。）又は本

コンテンツの全部若しくは一部を、その裁量により公表することに承諾するものとし、
これに関し、何らかの人格権も行使しないものとします。

⑪ 本イベントの実施及び参加についての法律関係及び派生する権利義務は、日本国の法
律に準拠します。

⑫ 本イベントの実施及び参加についての法律関係及び派生する権利義務については、東
京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第1審の合意管轄裁判所とします。

＜免責規程＞ 
① 本イベントにおいて、商談相手又はジェトロより提供される情報については、ジェトロ

が正確性、完全性、目的適合性、最新性を保証するものではありませんので、当該情報
の採否は、お客様自身の判断、責任において行ってください。本イベントでの提供情報
に関連して、お客様が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロはお客様に対し、
一切の責任を負わないものとします。

② ジェトロは、以下の各号に該当する場合、本イベントの提供日時、内容を変更し、本イ
ベントサービスの全部又は一部の提供を予告なく中止し、又は、お客様の参加を中止さ
せることができます。これに起因又は関連し、お客様が不利益等を被る事態が生じたと
しても、ジェトロはお客様に対し一切の責任を負わないものとします。 
（１）天災、テロリズム、戦争、政情不安、入国制限、感染症、労働紛争、その他の不

可抗力事由が生じたとき。 
（２）正当な理由の有無にかかわらず、バイヤーが本商談の全部又は一部をキャンセル

又は延期等したとき。 
（３）利用条件から外れるなど、お客様の状況が変化したとき。 
（４）前号のほか、お客様がジェトロの指示、条件又はジェトロとの合意事項に違反し

たとき。 
（５）お客様が反社会的勢力に実質的に関与することが判明したとき。 
（６）お客様が、国内外の法令に反する行為、法令に反する行為ではないが著しく不正

な行為若しくは公序良俗に反する行為を行ったとき、又はその疑いが生じたとき。 
（７）前各号に定める他、ジェトロが相当と判断したとき。

③ 商談会期中およびその前後を通じて発生したいかなる損害についても、ジェトロは一
切の責任を負いかねます。

④ ジェトロは、本イベントの参加に際しお客様よりご提供いただいた情報については、本
イベントの実施に利用するとともに、関連事業の実施、ジェトロからの連絡のために利
用することができます。また、ジェトロは、当該情報のうち、企業情報と商品情報の一
部については、ジェトロのアレンジする商談相手に提示するために利用します。

⑤ 新型コロナウイルス等の感染拡大に伴い、政府・地方自治体による措置等によりバイ
ヤーの商談会参加が難しくなった場合、ジェトロは一部内容を変更・中止する可能性が
あります。その際上記免責規程 ② のとおり、参加者が負担した経費をジェトロが補填
することはできかねます。
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